
1 

コロナ禍において（私の実感では）

休職関連の相談が増えております。 

休職命令については未だに不明な

論点が多数あり、 いつも判断に悩

みます。今回は珍しい論点について

判断を示した裁判例（H 観光バス事

件 大阪地裁平成 25 年 1 月 18 日

判決）をご紹介いたします。 

 

1 事例 

被告企業が原告を休職期間満了

で自然退職扱いをしたところ、原告

が「そもそも休職命令が発令されて

おらず、休職期間は満了していない。

自然退職扱いは無効である」と主張

し、従業員としての地位確認等を求

めた事例です。 

就業規則は休職命令について、以

下の通り定めておりました。 

「第５２条  従業員が次の各号

の一に該当するときは休職を命ず

る。  

 但し，第３号以外の場合は，一切

の賃金を支払わない。 

（１）業務外の傷病により通算して

１ヶ月以上欠勤したとき。」 

 

2 休職命令を発令せずに休職扱い

となるか 

実務上よく直面する問題です。従

業員が欠勤し、会社はその後特に何

も対応せず時間が経過し、気がつい

たところで就業規則を確認して自

然退職扱いとするものです。つまり

休職命令を発令せずに期間満了で

自然退職扱いをすることができる

かという問題です。 

以下の通り、法的に休職扱いとす

るためには、使用者が休職命令を発

することが必要であると判断して

います。「使用者が，休職期間満了

により労働者を退職扱いとするた

めには，労働者に就業規則上の休職

事由が存在すること，使用者が休職

命令を発したこと及び休職期間が

満了したことが必要であり，これら

の要件を満たす場合に，労働者が休

職期間満了による退職の効果を否

定するためには，休職期間満了の時

点で就労が可能であったことを立

証する必要がある。」 

「本件で取り調べた全証拠及び弁

論の全趣旨によっても，他に，被告

が，原告に対し，明示的に就業規則

第５２条に基づく休職を命じた事

実は認められない。」 

 

3 自動休職の条項は有効か 

それでは就業規則の規定を「下記

休職事由を満たせば自動的に休職

となる」といわば自動休職条項に変

更すれば、どうなるのでしょうか。 

裁判所は以下の通り間接的なが

ら自動休職条項も有効であると判

断しているように読めます。「下記

休職事由を満たせば自動的に休職

となる」との自動休職条項を定める

ことも検討しても良いかもしれま

せん。 

「ｈは，業務外の傷病による欠勤が

１か月を超えると，自動的に休職と

なるかの如く証言するが，被告就業

規則５２条は，「１か月以上」欠勤

したときは「休職を命じる」と定め

ているから，欠勤が１か月に達した

時点で当然に休職になることを定
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めた規定とは解されない（被告もか

かる主張はしていない。）。」 

 

4 就業規則に定めた復職ルールを

守らないといけない 

以下の「傷病のため休職者が復職

を願い出たときは，会社の指定した

医師の診断により業務に支障がな

いと認めた場合は復職させる。」と

の条項は、よく見かける規定です。 

しかし、実際に実行するとなると

非常に煩雑です。そもそも依頼する

医師のあてもなく、医師が見つかっ

たとしても、なかなか時間がかかる

ことがあります。それどころか、そ

もそも休職についての就業規則の

条項を確認せずにいきなり自然退

職扱いをすることもよくあります。 

会社が自分で就業規則に定めた

復職ルールはきちんと守らなけれ

ばなりません。裏返せば守れない復

職ルールを就業規則に定めてはい

けません。 

「被告は，原告が復職を申し出て

いたのであるから，就業規則５５条

１項の「傷病のため休職者が復職を

願い出たときは，会社の指定した医

師の診断により業務に支障がない

と認めた場合は復職させる。」との

規定に従い，原告に対し，指定医の

診察を受けるよう指示するなどの

方法により原告が復職可能である

か否かを判断することができ，かつ，

そうすべきであったにもかかわら

ず，原告に指定医の診断を受けるよ

う指示した事実も認められず，ｋ医

師及びｉ医師の上記診断結果を覆

すに足りる証拠はない。」 

 

5 休職期間は休職命令が発令され

たからカウントされる 

休職期間は休職命令が発令され

た時から期間が始まります。当たり

前と言えば当たり前ですが、実際は

後手後手に回り、バックデートして

休職命令を発令することがありま

す。例えば、1 月 1 日から就業規則

の規定上は休職期間が始まるとこ

ろ、うっかりしていたため、1 月 15

日付で休職命令書を出し、その中で

1 月 1 日から休職期間が始まってい

たことを記載することがあります。

これは正しくなく、法的には 1 月 15

日（正確には命令書到達時から）か

ら休職期間が始まるということに

なります。この点も注意が必要です。 

「被告の休職制度は，欠勤が１か

月に達した時点で自動的に休職に

なるというものではなく，１か月以

上欠勤したときは休職を命じると

いうものであるから，休職期間の始

期は，休職命令が発せられたときで

ある」 

 

6 まとめ 

いかがでしょうか。なかなか会社

にとって厳しい判断だと思います

が、これは特に厳しいものでは無く

司法判断における標準的な考えだ

と思います。「自分で定めたルール

はきちんと守る」この当たり前のこ

とを実行することは意外と難しい

ものですが、守らない場合は思わぬ

結果を招きます。ご注意いただけれ

ばと思います。  
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